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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車種区分の中の具体的な車種と、前記車両の複数の面のそれぞれの判定基準とな
る面ごとの基準画像とを対応付けて記憶する記憶部と、
　撮像装置が前記車両を撮像した撮像画像から前記複数の面を検出する検出部と、
　前記検出部が検出した前記複数の面のそれぞれと前記面ごとの基準画像とを照合して前
記面ごとに前記基準画像との類似度合を示す類似度を求め、前記面ごとの類似度に対して
重み係数を乗じて重み付け加算を行うことにより前記車種ごとの類似度である車種類似度
を求め、前記車種類似度に基づいて、前記撮像された前記車両の前記車種として判別する
判別部と、
を備え、
　前記複数の面は、前記車両の少なくとも側面を含み、
　前記複数の面のうち前記車両の側面に対する前記重み係数が前記側面以外の面に比べて
大きい、
車種判別装置。
【請求項２】
　前記検出部は、前記撮像画像から前記車両の外接直方体を検出し、検出した前記外接直
方体の複数の面を切り出すことにより、前記車両の前記複数の面を検出する、
請求項１に記載の車種判別装置。
【請求項３】
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　前記検出部が前記撮像画像から検出した前記複数の面の形状を矩形状に変換する変換部
、
を備える請求項２に記載の車種判別装置。
【請求項４】
　前記重み係数は、前記複数の面のうち、前記変換部による前記形状の変換の度合が小さ
い面である程、大きい値である、
請求項３に記載の車種判別装置。
【請求項５】
　前記検出部は、前記車両が通行する道路上に、前記車両の進行方向に対して交差する方
向に設けられた仮想平面を設定し、前記仮想平面を構成する各辺を平行移動して、前記撮
像画像の中の前記車両の外郭と接する位置座標を求めることにより、前記外接直方体を検
出する、
請求項２～４のいずれか１項に記載の車種判別装置。
【請求項６】
　前記複数の面は、前記車両の少なくとも正面、側面、上面を含み、
　前記判別部は、前記撮像画像から検出した前記車両の正面、側面、上面のそれぞれと、
前記面ごとの基準画像のそれぞれとを照合して求められる前記面ごとの類似度に前記重み
係数による重み付け加算を行うことにより前記車種類似度を求め、前記車種類似度が最も
大きい前記車種を、前記撮像された前記車両の前記車種として判別する、
請求項１～５のいずれか１項に記載の車種判別装置。
【請求項７】
　前記判別部は、さらに、前記検出部が検出した前記車両の上面または側面と、前記基準
画像とを照合することにより、前記車両の積荷の分類を行う、
請求項１～６のいずれか１項に記載の車種判別装置。
【請求項８】
　車種判別装置で実行される車種判別方法であって、
　前記車種判別装置は、車両の車種区分の中の具体的な車種と、前記車両の複数の面の画
像とを対応付けて記憶する記憶部を備え、
　撮像装置が前記車両を撮像した撮像画像から前記複数の面を検出する検出ステップと、
　検出した前記複数の面と前記画像とを照合し、照合結果である各面ごとの類似度に重み
係数による重み付け加算を行うことにより前記車種ごとの類似度である車種類似度を求め
、前記車種類似度に基づいて、前記撮像された前記車両の前記車種として判別する判別ス
テップと、
を含み、
　前記複数の面は、前記車両の少なくとも側面を含み、
　前記複数の面のうち前記車両の側面に対する前記重み係数が前記側面以外の面に比べて
大きい、
車種判別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、車種判別装置および車種判別方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像された画像から推定した車両の車幅、車長、車高によって、普通車、中型車
、大型車等の車種区分を判別する技術が知られている。また、道路を通行する車両のＥＴ
Ｃカードに登録された情報を使用して、車種区分を判別する技術が知られている。
【０００３】
　また、従来、ＣＣＴＶ（Closed-Circuit　Television）カメラ等の解像度の低いカメラ
によって撮像された画像から、道路を通行する車両の台数を計数する技術が知られている
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。これらのような従来技術において、具体的な車種を高精度に判別することが求められて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１４８９７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、車両の車幅、車長、車高の情報からでは、普通車、中型車、大型車等の
車種区分までの判別は可能であるが、各車種区分に属する車両の具体的な車種を特定する
ことは困難であった。また、ＥＴＣカードには高速道路の料金区分の判別のために車種区
分の情報が登録されているが、具体的な車種の情報は登録されていないため、ＥＴＣカー
ドの情報から具体的な車種を特定することも困難であった。
【０００６】
　また、一般にＣＣＴＶカメラ等で撮像された画像は解像度が低く、さらに、それぞれの
ＣＣＴＶカメラ等の設置位置によって車両を撮像する角度が異なるため、具体的な車種を
特定するための基準画像と精度良くマッチングすることは困難であった。一方、具体的な
車種を判別することを目的とした高解像度のカメラを、新たに設置することもまた困難で
ある場合があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の車種判別装置は、記憶部と、検出部と、判別部とを備える。記憶部は、車両
の車種区分の中の具体的な車種と、車両の複数の面のそれぞれの判定基準となる面ごとの
基準画像とを対応付けて記憶する。検出部は、撮像装置が車両を撮像した撮像画像から複
数の面を検出する。判別部は、検出部が検出した複数の面のそれぞれと面ごとの基準画像
とを照合して面ごとに基準画像との類似度合を示す類似度を求め、面ごとの類似度に対し
て重み係数を乗じて重み付け加算を行うことにより車種ごとの類似度である車種類似度を
求め、車種類似度に基づいて、撮像された車両の車種として判別する。複数の面は、車両
の少なくとも側面を含む。複数の面のうち車両の側面に対する重み係数が側面以外の面に
比べて大きい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施形態にかかる車種判別システムの構成の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施形態にかかる車種判別装置の機能的構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３Ａ】図３Ａは、実施形態にかかる連続して撮像された撮像画像の一例を示す図であ
る。
【図３Ｂ】図３Ｂは、実施形態にかかる車両の外郭の検出の一例を示す図である。
【図４】図４は、実施形態にかかる仮想平面の設定の一例を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施形態にかかる撮像画像における車両の形状の一例を示す図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施形態にかかる撮像画像における車両の形状の他の一例を示す図
である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、実施形態にかかる撮像画像における車両の形状の他の一例を示す図
である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、実施形態にかかる撮像画像における車両の形状の他の一例を示す図
である。
【図６】図６は、実施形態にかかる仮想平面による車両の外郭の正面部分の検出の一例を
示す図である。
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【図７】図７は、実施形態にかかる車幅の計測の一例を示す図である。
【図８Ａ】図８Ａは、実施形態にかかる車両の外接直方体の一例を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、実施形態にかかる車両の外接直方体を構成する各辺の詳細を説明す
る図である。
【図９】図９は、実施形態にかかる車両の各面の形状の変換の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、実施形態にかかる車種区分データベースの一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施形態にかかる辞書データベースの一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施形態にかかる車種判別処理の流れの一例を示すフローチャート
である。
【図１３】図１３は、実施形態にかかる車種判別装置の効果の一例を説明する図である。
【図１４】図１４は、実施形態にかかる車種判別装置の効果の他の一例を説明する図であ
る。
【図１５Ａ】図１５Ａは、変形例にかかる正常時における撮像画像の一例を示す図である
。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、変形例にかかる照度が低い場合における撮像画像の一例を示す
図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、変形例にかかる照度が非常に低い場合における撮像画像の一例
を示す図である。
【図１６】図１６は、変形例にかかる解像度に応じた複数の基準画像と撮像画像との照合
の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、本実施形態にかかる車種判別システム１の構成の一例を示す図である。図１に
示すように、本実施形態の車種判別システム１は、撮像装置１０１と、ＥＴＣ電波受信機
１０２と、車種判別装置１０３とを備えている。
【００１０】
　本実施形態の撮像装置１０１は、道路を通行する車両１０を撮像する単眼カメラ等であ
る。撮像装置１０１としては、例えば、道路を通行する車両群を撮像して車両１０の台数
を計数するトラフィックカウンター用に設置された既存のＣＣＴＶカメラを採用しても良
い。撮像装置１０１が撮像した撮像画像の解像度は高いものでなくとも良く、車両１０の
台数を計数可能な程度の画素を確保していれば良い。
【００１１】
　撮像装置１０１は、例えば道路から７ｍ程度の高さの位置に設置され、車両１０を斜め
上方から撮像するものとする。また、他の例としては、撮像装置１０１は、道路を通行す
る車両１０を側面から撮影する位置に設置されるものとしても良く、撮像装置１０１の設
置位置や設置角度、画角等の撮像条件については厳格な制限をするものではない。
　撮像装置１０１は、車両１０を撮像した撮像画像を、車種判別装置１０３に送信する。
【００１２】
　ＥＴＣ電波受信機１０２は、道路を通行する車両１０のＥＴＣカードに登録された情報
を受信する装置である。ＥＴＣ電波受信機１０２は、車両１０のＥＴＣカードに登録され
た車両１０の車種区分を受信し、車種判別装置１０３にリアルタイムに送信する。
【００１３】
　車種判別装置１０３は、車種判別処理を実行する電子計算機である。車種判別装置１０
３は、撮像装置１０１およびＥＴＣ電波受信機１０２と、電気的に接続されている。
【００１４】
　車種判別装置１０３は、撮像装置１０１から、撮像画像を入力する。そして、車種判別
装置１０３は、入力した撮像画像から、車両１０の車種区分および具体的な車種をリアル
タイムに判別する。また、車種判別装置１０３は、ＥＴＣ電波受信機１０２から、車両１
０のＥＴＣカードに登録された車両１０の車種区分を受信して、車種区分の判別の精度を
向上させる。
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【００１５】
　ここで、本実施形態における車種区分は、車両１０の種別を分類する区分である。例え
ば、本実施形態における車種区分は、高速道路の料金基準で用いられる区分に準じて、車
両１０の種別を、軽自動車（二輪自動車を含む）、普通車、中型車、大型車、特大車に分
類する。
【００１６】
　また、車種とは、車種区分に含まれる車両１０の種別をより具体的に特定する種別名称
である。例えば、車種区分「大型車」には、普通トラック、中型バス、トラクタ等の車種
が含まれる。また、車種区分「特大車」には、大型バス、セミトレーラ等の車種が含まれ
る。以下、単に「車種」と称する場合は、この具体的な車種のことをいうものとする。
【００１７】
　車種判別装置１０３は、判別した車種区分および車種を、車両情報を集中管理する管理
センター（以下、「センター」という）のコンピュータ等に送信する。本実施形態の車種
判別装置１０３は、図１では道路脇に設置されているが、これに限定されず、センター内
に設置される構成を採用しても良い。
【００１８】
　次に、車種判別装置１０３の機能的構成について説明する。
　図２は、本実施形態にかかる車種判別装置１０３の機能的構成の一例を示すブロック図
である。図２に示すように、本実施形態の車種判別装置１０３は、入力部９０と、通信部
９１と、検出部９２と、変換部９３と、調整部９４と、判別部９５と、記憶部９６と、を
備える。
【００１９】
　記憶部９６は、図２に示すように、車種区分データベース９６１（以下、「車種区分Ｄ
Ｂ９６１」という）と、辞書データベース９６２（以下、「辞書ＤＢ９６２」という）と
を記憶する。各データベースの詳細は後述する。記憶部９６は、例えば、ハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）、メモリなどの記憶媒体であ
る。
【００２０】
　入力部９０は、撮像装置１０１から、車両１０を撮像した撮像画像の入力を受け付ける
。また、入力部９０は、入力された撮像画像を検出部９２へ送出する。
【００２１】
　通信部９１は、ＥＴＣ電波受信機１０２から、車両１０のＥＴＣカードに登録された車
両１０の車種区分を取得する。通信部９１は、取得した車種区分を判別部９５に送出する
。また、通信部９１は、後述する判別部９５が判別した車両１０の車種区分および車種を
、インターネット等のネットワークを介してセンターにリアルタイムに送信する。
【００２２】
　検出部９２は、撮像装置１０１が撮像した撮像画像から、車両１０の外郭を検出する。
具体的には、まず、検出部９２は、撮像画像から車両１０の特徴点を抽出する。特徴点と
は、例えば撮像画像における車両１０のエッジ（角部）とする。
【００２３】
　また、撮像装置１０１が一度に撮像する範囲に車両１０の全景が含まれない場合は、検
出部９２は、連続して撮像した複数の撮像画像から車両１０の外郭を検出する。
　図３Ａは、本実施形態にかかる連続して撮像された撮像画像の一例を示す図である。図
３Ａに示す撮像画像３０１～３０４は、移動する車両１０を、撮像装置１０１が連続して
撮像したものである。撮像画像３０１～３０４では、時間の経過ともに、車両１０の先頭
部分から後部までが撮像されている。検出部９２は、撮像画像３０１～３０４から車両１
０の特徴点をそれぞれ検出し、車両１０の移動に伴う特徴点の移動を追跡することにより
、撮像画像３０１～３０４に含まれる車両１０の外郭を繋ぎ合わせて、車両１０の全体の
外郭を検出する。
【００２４】
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　図３Ｂは、本実施形態にかかる車両の外郭３０５の検出の一例を示す図である。検出部
９２は、撮像画像３０１～３０４から抽出した特徴点から、図３Ｂに示すように、車両１
０の外郭３０５を検出する。
【００２５】
　また、検出部９２は、図３Ａに示す撮像画像３０１～３０４中の小領域内の輝度値の変
化ベクトル（輝度勾配）を検出し、輝度の等高線が閉ループになる位置から車両１０の外
郭３０５を検出しても良い。また、撮像装置１０１の撮像角度が特定されている場合は、
検出部９２は、予め登録された画像とのパターンマッチングを用いて車両１０の外郭３０
５を検出しても良い。
　また、図３Ａに示す撮像画像３０１～３０４は車両１０に対する撮像角度が一定である
が、これに限らず、撮像装置１０１が車両１０の移動に伴って撮像角度を変更して撮像す
る構成を採用しても良い。
【００２６】
　検出部９２は、さらに、車両１０の外郭３０５の検出の精度を高めるために、仮想平面
を用いる。本実施形態における撮像装置１０１が撮像した撮像画像は解像度が低いことが
想定されるため、撮像画像から検出した特徴点からでは、車両１０の外郭３０５を明確に
特定できない場合がある。この場合に、検出部９２は、仮想平面を用いることで、撮像画
像から車両１０の外郭３０５をより精度良く検出する。
【００２７】
　本実施形態において、仮想平面とは、画像処理において道路上の所定の位置に仮想的に
設定された平面である。
　検出部９２は、車両１０が通行する道路上に、車両１０の進行方向に対して交差する方
向に設けられた仮想平面を設定する。検出部９２は、仮想平面の底辺と、撮像画像上の車
両１０の正面部分の底辺の長さを比較することにより、車両１０の車幅の実測値を求める
。また、検出部９２は仮想平面を構成する各辺を平行移動して、撮像画像の中の車両１０
の外郭３０５と接する位置座標を求めることにより、車両１０の外接直方体を検出する。
【００２８】
　本実施形態における仮想平面の設定について、以下に具体的に説明する。
　図４は、本実施形態にかかる仮想平面の設定の一例を示す図である。画像４０１は、撮
像装置１０１が撮像した撮像画像の一例である。画像４０１に示すように、撮像画像には
、車両１０が通行する道路も含まれる。道路の幅は３．５ｍ程度と既知であることと、道
路の両端には白線が引いてあることも想定されるので、検出部９２は、画像４０２に示す
ように、道路の両端を示す線Ｌ１００およびＬ１０１を検出する。また、検出部９２は、
画像４０３に示すように、道路を横切る形で、道路の両端を示す線Ｌ１００およびＬ０１
と交差する仮想の横線Ｌ１～Ｌ４を一定間隔で設ける。また、検出部９２は、画像４０４
に示すように、横線Ｌ１～Ｌ４を底辺とし、横線Ｌ１～Ｌ４の各両端から道路に対して垂
直方向に立つ仮想的な縦線を左右の辺とし、仮想的な２本の縦線の間を接続する横線Ｌ１
～Ｌ４と平行な線を上辺とする、仮想平面Ｒ１～Ｒ４を設定する。画像４０５に示すよう
に、仮想平面Ｒ１～Ｒ４は車両１０が通行する道路上に、道路に対して垂直方向に設けら
れる。ここで、垂直方向は道路に対して交差する方向の一例であり、仮想平面Ｒ１～Ｒ４
の設置角度はこれに限らない。
【００２９】
　車両１０の進行方向は、道路の両端を示す線Ｌ１００およびＬ１０１と平行であると想
定されるため、仮想平面Ｒ１～Ｒ４は車両１０の進行方向に対して垂直方向に設けられる
。したがって、画像４０５に示すように、仮想平面Ｒ２が車両１０の先頭部分に接し、仮
想平面Ｒ４が車両１０の最後部の位置に接する場合は、仮想平面Ｒ２とＲ４によって区切
られた道路上の空間が、車両１０を囲む直方体の形状となる。このように仮想平面Ｒ１～
Ｒ４を設定することにより、車両１０の進行に伴う撮像画像上の車両１０の形状の変形等
の幾何情報の変化は、仮想平面Ｒ１～Ｒ４の向きを考慮することにより、予測することが
可能となる。



(7) JP 6678552 B2 2020.4.8

10

20

30

40

50

【００３０】
　仮想平面Ｒ１～Ｒ４の設定には、道路上に塗られた白線や、電柱などの情報を利用する
のが好ましいが、そのような目印が少ない道路については、コンテナ車両など、幅および
高さが規格化された形状の車両１０の頂点の、時系列ごとの頂点の移動を追跡させること
により、仮想平面Ｒ１～Ｒ４を作成しても良い。
【００３１】
　また、仮想平面Ｒ１～Ｒ４の設置位置は、車両１０を車種判別のために撮像するのに最
適な道路上の位置を定めるものであっても良い。例えば、連続する複数の撮像画像に、車
両１０の全景が複数回含まれる場合は、仮想平面Ｒ１～Ｒ４のうち、特定の仮想平面Ｒ１
～Ｒ４に車両１０の先頭部分が接した時点の撮像画像を車種判別に使用するものとしても
良い。また、図４に示す仮想平面Ｒ１～Ｒ４の設置位置および設置数は一例であり、設置
数等を限定するものではない。
【００３２】
　図５Ａ～Ｄは、本実施形態にかかる撮像画像５０１～５０４における車両１０の形状の
一例をそれぞれ示す図である。図５Ａ～Ｄに示す撮像画像５０１～５０４は全て同一の車
両１０を撮像したものであるが、車両１０の移動によって、撮像画像内の車両１０の形状
が変化している。例えば、図５Ａに示す撮像画像５０１では、車両１０が撮像装置１０１
から遠いため、車両１０の輪郭線は明瞭ではない。一方、図５Ｄに示す撮像画像５０４で
は、車両１０が撮像装置１０１に近接しているため、車両１０の輪郭線は明瞭ではあるが
、車両１０の形状が変形している。図５Ｃに示す撮像画像５０３は、車両１０の輪郭線が
明瞭であり、かつ、車両１０の各面の形状の変形が他の撮像画像と比較して少ない。
【００３３】
　このような場合に、検出部９２は、予め設定した仮想平面Ｒ１～Ｒ４と、複数の撮像画
像５０１～５０４の車両１０の特徴点とを比較することで、車種判別のために最適な位置
に車両１０が到達した撮像画像５０３を選択する構成を採用しても良い。
【００３４】
　次に、上記のように設定した仮想平面Ｒ１～Ｒ４のうち、車両１０の先頭部分に接する
仮想平面Ｒ２を用いた、車両１０の外郭３０５の正面部分の検出について説明する。検出
部９２は、特徴点から検出した車両１０の外郭３０５の正面部分を、仮想平面Ｒ２によっ
てより明確に検出する。
　図６は、本実施形態にかかる仮想平面Ｒ２による車両１０の外郭３０５の正面部分の検
出の一例を示す図である。図６に示すように、撮像画像中の車両１０の先頭部分は仮想平
面Ｒ２に接している。検出部９２は、仮想平面Ｒ２の底辺を平行移動し、撮像画像の中の
車両１０の外郭３０５の底面部と接する位置座標を求める。
【００３５】
　具体的には、検出部９２は、仮想平面Ｒ２の底辺を平行移動し、車両１０の特徴点から
検出した車両１０の外郭３０５の底面部と接する位置座標を求める。また、他の辺につい
ても同様に、検出部９２は、仮想平面Ｒ２の各辺を平行移動して、撮像画像の中の車両１
０の外郭３０５と接する位置座標を求める。このようにして、検出部９２は、仮想平面Ｒ
２を用いて車両１０の正面部分の外郭３０５をより明確に検出する。
【００３６】
　図６では、説明のために車両１０の輪郭線は明瞭であるが、撮像画像の解像度が低い場
合は、車両１０の特徴点が途切れている等、不明瞭な場合が想定される。このような場合
でも、仮想平面Ｒ２を用いることによって、特徴点を補間し、車両１０の外郭３０５をよ
り精度良く検出することができる。
　また、図６に示すＲ２´は、撮像画像上の車両１０の正面に対して後述の変換部９３が
形状の変換を施したものであるが、変換については後述する。
【００３７】
　また、検出部９２は、車両１０の外郭３０５の正面部分を検出することで、車両１０の
車幅実測値を計測する。具体的には、道路の幅が既知であることから、仮想平面Ｒ２の底
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辺の長さは既知である。検出部９２は、既知の仮想平面Ｒ２の底辺の長さと、検出した外
郭３０５の正面部分の底辺の長さとを比較することで、車両１０の車幅の実測値を計測す
る。
【００３８】
　図７は、本実施形態にかかる車幅の計測の一例を示す図である。図７に示すように、検
出部９２は撮像画像上の車両１０ａ～１０ｃの正面部分の底辺に相当する線分［１］ａ～
［１］ｃの長さを計測して車幅を求め、判別部９５に送出する。判別部９５は、車幅から
、車両１０ａ～１０ｃの車種区分を判別する。車種区分の判別の詳細については後述する
。
【００３９】
　次に、車両１０の外接直方体の検出について説明する。
　図８Ａは、本実施形態にかかる車両１０の外接直方体の一例を示す図である。検出部９
２は、図８Ａに示すように、撮像画像上に車両１０の外郭３０５に外接する外接直方体８
００を検出する。撮像画像の解像度が低い場合でも、車両１０の外郭３０５に外接する外
接直方体８００を検出することで、撮像画像全体から、車両１０の画像を切り出すことが
できるためである。特に、図８Ａに示すように、車両１０がバスである場合には、車体の
形状が直方体に近似するため、外接直方体８００を検出することで撮像画像から車両１０
を高精度に切り出すことができる。
【００４０】
　図８Ｂは、本実施形態にかかる車両１０の外接直方体８００を構成する各辺の詳細を説
明する図である。本実施形態にかかる画像処理において、検出部９２は、外接直方体８０
０を構成する線分［１］～［９］、および各線分の交点Ｐ１～Ｐ７の位置座標を求める。
　まず、検出部９２は、図６で説明したように、車両１０の先頭部分が接する仮想平面Ｒ
２の底辺を上方向に平行移動し、特徴点から求めた車両１０の外郭３０５に接する位置座
標を求めることで、外接直方体８００の底辺に相当する線分［１］を検出する。
　そして、検出部９２は、撮像画像における仮想平面Ｒ２の右側の縦の辺を、画面左方向
に平行移動して、車両１０の外郭３０５の側面と接する位置座標を求めることで、外接直
方体８００の正面の車高に相当する線分［２］を検出する。この際、線分［１］と線分［
２］との交点Ｐ１が決定することで、線分［１］の終点および線分［２］の始点が定まる
。
【００４１】
　検出部９２は、撮像画像における道路の右端を示す線Ｌ１０１を画面左方向に平行移動
し、車両１０の外郭３０５の側面上部と接する位置座標を求めることで、線分［３］を検
出する。検出部９２が線分［３］を検出することにより、線分［２］と線分［３］との交
点Ｐ２が決定する。交点Ｐ２は線分［２］の終点および線分［３］の始点である。
　また、検出部９２は、線Ｌ１０１の代わりに、連続する仮想平面Ｒ１～Ｒ４の右上の頂
点を結ぶ線分を検出して平行移動することで線分［３］を検出しても良い。
【００４２】
　また、検出部９２は、車両１０の後部に接触する仮想平面を検出する。例えば、図４の
画像４０５のように、仮想平面Ｒ４が車両１０の後部に接触するものとする。検出部９２
は、仮想平面Ｒ４の上辺を下方向に平行移動し、車両１０の外郭３０５の後部の上辺に接
する位置座標を求めることで、外接直方体８００の後部の上辺に相当する線分［４］を検
出する。検出部９２は、線分［３］と線分［４］が交わる点を交点Ｐ３とする。
　あるいは、検出部９２は、車両１０の特徴点から線分［４］の始点である交点Ｐ３の位
置座標を求めることができる場合、交点Ｐ２と交点Ｐ３を結ぶことで、線分［３］を検出
しても良い。
【００４３】
　検出部９２は、仮想平面Ｒ４の左側の縦の辺を、画面右方向に平行移動して、車両１０
の外郭３０５の側面と接する位置座標を求めることで、外接直方体８００の後部の車高に
相当する線分［５］を検出する。この際、線分［４］と線分［５］との交点Ｐ４が決定す
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ることで、線分［４］の終点および線分［５］の始点が定まる。
　あるいは、検出部９２は、先に検出した線分［２］を平行移動して、車両１０の外郭３
０５の側面と接する位置座標を求めることで、線分［５］を検出しても良い。
【００４４】
　検出部９２は、先に検出した線分［３］を平行移動して、車両１０の外郭３０５の側面
の底辺と接する位置座標を求めることで、線分［６］を検出する。この際、線分［５］と
線分［６］の交点Ｐ５が決定し、線分［５］の終点および線分［６］の始点が定まる。ま
た、線分［１］と線分［６］の交点Ｐ６が決定し、線分［１］の始点および線分［６］の
終点が定まる。
【００４５】
　あるいは、検出部９２は、撮像画像における道路の左端を示す線Ｌ１００を画面右方向
に平行移動して、車両１０の外郭３０５の側面の底辺と接する位置座標を求めることで、
線分［６］を検出しても良い。また、検出部９２は、線Ｌ１００の代わりに、連続する仮
想平面Ｒ１～Ｒ４の左下の頂点を結ぶ線分を検出して平行移動することで線分［６］を検
出しても良い。
【００４６】
　線分［７］～［９］は、撮像画像における車両１０の内側に位置するため、線分［１］
～［８］と比較して、車両１０の外郭３０５から精度良く位置座標を求めることがより困
難である。線分［７］は車両１０の正面の上辺に相当する線分である。また、線分［８］
は車両１０の側面の上辺に相当する線分である。線分［９］は車両１０の正面の高さに相
当する線分である。基本的には、線分［７］は線分［１］と、線分［８］は線分［３］と
、線分［９］は線分［２］とそれぞれ平行になる線分であるが、撮像装置１０１の撮像角
度や車両１０の大きさによっては撮像画像における車両１０の形状が変形する場合がある
。このような場合、線分［１］～［３］と平行な線分を求めても、交点Ｐ７で線分［７］
～［９］が１点に交わらず、外接直方体８００を検出することが困難な場合がある。
【００４７】
　そこで、本実施形態では、線分［７］と線分［１］、線分［８］と線分［３］、線分［
９］と線分［２］におけるそれぞれの許容される平行スコアの範囲を予め設定する。平行
スコアとは、２本の線分の位置関係がどれだけ平行に近いかを示す値である。例えば、２
本の線分が完全に平行である場合は平行スコアを“０”とし、２本の線分を伸長した場合
に交わる角度が１０°の場合は平行スコアを“１０”としても良い。検出部９２は、この
平行スコアが所定の範囲内である２本の線分は、略平行であると判断する。平行スコアの
所定の範囲を示す閾値は、記憶部９６が記憶する構成を採用しても良い。
【００４８】
　検出部９２は、線分［７］と線分［１］の平行スコア、線分［８］と線分［３］の平行
スコア、線分［９］と線分［２］の平行スコアが全て所定の範囲内となる交点Ｐ７の位置
座標を求めることにより、適切な線分［７］～［９］の位置座標を定める。
【００４９】
　このようにして、検出部９２は、撮像画像から外接直方体８００を構成する線分［１］
～［９］を検出する。すなわち、検出部９２は、車両１０が通行する道路上に、車両１０
の進行方向に対して垂直方向に設けられた仮想平面Ｒ１～Ｒ４を設定し、仮想平面Ｒ１～
Ｒ４を構成する各辺を平行移動して、撮像画像の中の車両１０の外郭３０５と接する位置
座標を求めることにより、外接直方体８００を検出する。
【００５０】
　上述の線分［１］～［９］の検出は一例であり、他の方法により撮像画像から車両１０
の外接直方体８００を検出する構成を採用しても良い。
【００５１】
　次に、検出部９２は、撮像画像から外接直方体８００の複数の面を切り出す。具体的に
は、検出部９２は、図８Ｂに示す線分［１］、線分［２］、線分［７］、線分［９］に囲
まれた面を、外接直方体８００の正面として切り出す。また、検出部９２は、線分［３］
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、線分［４］、線分［７］、線分［８］に囲まれた面を、外接直方体８００の上面として
切り出す。また、検出部９２は、線分［５］、線分［６］、線分［８］、線分［９］に囲
まれた面を、外接直方体８００の側面として切り出す。道路の情報から、車両１０の進行
方向は既知であるため、外接直方体８００の各面が、車両１０のいずれの面にあたるかは
推定することができる。
【００５２】
　図８Ａに示すように、車両１０の外接直方体８００の正面、側面、上面は、それぞれ撮
像画像中の車両１０の正面、側面、上面に相当する。すなわち、検出部９２は、撮像画像
から車両１０の外接直方体８００を検出し、検出した外接直方体８００の正面、側面、上
面を切り出すことにより、車両１０の正面、側面、上面を検出する。図８Ａおよび図８Ｂ
では、車両１０の正面、側面、上面を検出しているが、これに限らず、撮像装置１０１が
車両１０を背後から撮像する場合は、検出部９２は車両１０の背面を検出する構成を採用
しても良い。
【００５３】
　検出部９２は、車両１０の外接直方体８００を検出することで、撮像画像の解像度が低
く、車両１０の外郭３０５が不明瞭である場合にも、撮像画像から車両１０の画像を切り
出すことができる。また、検出部９２は、外接直方体８００の複数の面を切り出すことに
より、同一の撮像画像から、車両１０の複数の面を検出することができる。
【００５４】
　図２に戻り、検出部９２は、検出した車両１０の正面、側面、上面を、変換部９３に送
出する。変換部９３は、検出部９２が撮像画像から検出した各面の形状を、矩形状に変換
する。変換の手法としては、公知の手法を用いる。
【００５５】
　図９は、本実施形態にかかる車両１０の各面の形状の変換の一例を示す図である。本実
施形態においては、撮像装置１０１が車両１０の各面をそれぞれ正面から撮像するとは限
らない。撮像装置１０１が車両１０を斜めの角度等から撮像した場合、撮像画像における
車両１０の各面の形状は変形する。例えば、図９に示す車両１０の外接直方体８００の上
面Ａは、平行四辺形に近い形状に変形している。このままでは、後述の判別部９５が、画
像の照合を精度良く行うことが困難である。
【００５６】
　そこで、図９に示すように、変換部９３は、車両１０の外接直方体８００の上面Ａ、側
面Ｂ、正面Ｃを、それぞれ矩形状の上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´に変換する。変換部９
３は、外接直方体８００の各面の形状の変換において、仮想平面Ｒ１～Ｒ４を利用しても
良い。例えば、図４の画像４０５に示すように、仮想平面Ｒ２が平行四辺形に近い形状で
ある場合、変換部９３は、仮想平面Ｒ２の内角が全て直角になるように仮想平面Ｒ２の形
状を変換する。そして、変換部９３は、仮想平面Ｒ２を構成する線分の位置の変化を計測
し、計測した線分の位置の変化を外接直方体８００の各線分に当てはめることで、車両１
０の外接直方体８００の正面Ｃの形状を矩形状に変換する。また、変換部９３は、上面Ａ
および側面Ｂの形状を矩形に変換する場合にも、仮想平面Ｒ１～Ｒ４を利用する構成を採
用しても良い。
【００５７】
　図２に戻り、変換部９３は、変換後の上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´を、判別部９５に
送出する。また、変換部９３は、上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´の形状変換の度合を、調
整部９４に送出する。形状変換の度合は、例えば、変換前後の各面の形状の差を表す数値
であり、画像を囲む四方の線分の角度や、特徴点の移動量等を数値化した値であっても良
い。
【００５８】
　判別部９５は、車両１０の車種区分および車種を判別する。
　まず、車種区分の判別について説明する。図７で説明したように、判別部９５は、検出
部９２が検出した車両１０の車幅を取得する。そして、判別部９５は、車種区分ＤＢ９６
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１から、車両１０の車幅に対応付けられた車種区分を検索し、車両１０の車種区分を判別
する。
【００５９】
　図１０は、本実施形態にかかる車種区分ＤＢ９６１の一例を示す図である。図１０に示
すように、車種区分ＤＢ９６１には、車種区分と、当該車種区分の判別条件とが対応付け
て記憶される。本実施形態における車種区分の判別条件は、車両１０の車幅の長さとする
。すなわち、車種区分ＤＢ９６１には、車種区分と、当該車種区分の車両１０の車幅の長
さの閾値が対応付けて記憶される。例えば、判別部９５は、車両１０の車幅がｎ１メート
ル以下の場合は、車両１０の車種区分を「軽自動車（二輪自動車含む）」と判別する。ま
た、判別部９５は、車両１０の車幅がｎ３メートルより長く、かつ、ｎ４メートル以下の
場合は、車両１０の車種区分を「大型車」と判別する。また、判別部９５は、車両１０の
車幅がｎ４メートルより長い場合は、車両１０の車種区分を「特大車」と判別する。判別
部９５は、車種区分「普通車」および「中型車」についても、車幅の長さに基づいてそれ
ぞれ判別する。
【００６０】
　判別部９５は、このようにして判別した車種区分を検出部９２に送出するものとしても
良い。この場合、検出部９２は、車両１０が特定の車種区分の場合にのみ、上述の外接直
方体８００の検出を行うものとしても良い。例えば、判別部９５が車両１０の車種区分を
「大型車」または「特大車」と判別した場合にのみ、上述の検出部９２が外接直方体８０
０の検出を行う構成を採用しても良い。当該構成を採用した場合、上述した検出部９２の
外接直方体８００の検出による処理負荷を低減することができる。
【００６１】
　また、判別部９５は、ＥＴＣ電波受信機１０２から、車両１０のＥＴＣカードに登録さ
れた車種区分の情報を取得する。判別部９５は、車両１０の車幅から判別した車種区分と
、ＥＴＣカードに登録された車種区分とを突合することで、車種区分の判別の精度を高め
る。例えば、判別部９５が車幅から判別した車種区分と、ＥＴＣカードに登録された車種
区分の少なくとも一方が「大型車」または「特大車」の場合に、上述の検出部９２が外接
直方体８００の検出を行う構成を採用しても良い。例えば、判別部９５が車幅から判別し
た車種区分が「中型車」の場合でも、ＥＴＣカードに登録された車種区分が「大型車」で
ある場合は、検出部９２が外接直方体８００の検出を行うものとする。撮像画像の解像度
が低く、車幅を精度良く検出できない場合でも、ＥＴＣカードに登録された車種区分の情
報を使用することで、判別部９５は、車種区分の判別の精度を向上させることができる。
【００６２】
　撮像装置１０１の設置場所によってはＥＴＣ電波受信機１０２を併設できない場合も想
定される。このような場合でも、判別部９５は、車幅から車種区分を判別することができ
る。判別部９５は、判別した車種区分を、通信部９１に送出する。
【００６３】
　また、判別部９５は、変換部９３が変換した上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´と、辞書Ｄ
Ｂ９６２に記憶された各面ごとの基準画像とを照合することで、車両１０の車種を判別す
る。
　図１１は、本実施形態にかかる辞書ＤＢ９６２の一例を示す図である。図１１に示すよ
うに、辞書ＤＢ９６２には、車種と、当該車種に対応する正面、側面、上面の基準画像が
記憶されている。基準画像とは、各車種に該当する車両１０の各面を予め撮像した画像で
あり、車両１０の複数の面のそれぞれの判定基準となる。また、基準画像は、マッチング
が容易になるよう、予め特徴点を検出した画像でも良い。図１１に示す例では、辞書ＤＢ
９６２は車種「大型バス」、「セミトレーラ」、「普通トラック」の正面、側面、上面の
基準画像をそれぞれ記憶する。各車種ごとの基準画像は複数種類であっても良い。例えば
、車種が「大型バス」に対応付けられる正面の基準画像は図１１では１画像だが、複数の
正面の基準画像が対応付けられて記憶されても良い。
【００６４】
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　判別部９５は、上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´と辞書ＤＢ９６２に記憶された各面ごと
の基準画像とを照合（マッチング）し、各面ごとに基準画像との類似度合を示す類似度を
求める。判別部９５は、各面ごとの類似度を、テンプレートマッチング等の手法により算
出する。例えば、上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´と各面ごとの基準画像のそれぞれの特徴
点が重なる割合が高いほど、類似度が大きくなるものとしても良い。
【００６５】
　さらに、判別部９５は、算出した各面ごとの類似度を重み付け加算して車種ごとの類似
度である車種類似度を算出し、求められた車種類似度に基づいて、撮像された車両１０の
車種を判別する。具体的には、判別部９５は、車種類似度が最も大きい車種を、撮像装置
１０１に撮像された車両１０の車種として判別する。車種類似度は、（１）式により算出
される、各面ごとの類似度の重み付け加算値である。
【００６６】
　車種類似度＝αＳ１＋βＳ２＋γＳ３　・・・（１）
【００６７】
　（１）式において、Ｓ１は上面Ａ´と上面の基準画像との類似度、Ｓ２は側面Ｂ´と側
面の基準画像との類似度、Ｓ１は正面Ｃ´と正面の基準画像との類似度である。また、α
、β、γは各面ごとの重み係数である。
【００６８】
　重み係数が大きい面ほど、車種の判別における当該面の類似度の影響が大きくなる。例
えば、上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´と辞書ＤＢ９６２に記憶された車種「大型バス」の
上面、側面、正面の基準画像との類似度がそれぞれ“１５”、“２０”、“１０”である
、と判別部９５が求めたとする。また、上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´と辞書ＤＢ９６２
に記憶された車種「セミトレーラ」の上面、側面、正面の基準画像との類似度がそれぞれ
“１０”、“１０”、“２０”であり、同様に、車種「普通トラック」の上面、側面、正
面の基準画像との類似度はそれぞれ“５”、“５”、“２０”であるとする。
【００６９】
　上面の重み係数αが“１”、側面の重み係数βが“２”、正面の重み係数γが“１”で
ある場合、（１）式により算出される車種「大型バス」の車種類似度は“６５”、車種「
セミトレーラ」の車種類似度は“５０”、車種「普通トラック」の車種類似度は“３５”
となる。この場合、車種類似度が最も大きい車種は「大型バス」なので、判別部９５は、
撮像された車両１０の車種は「大型バス」と判別する。正面Ｃ´と照合した類似度は「セ
ミトレーラ」や「普通トラック」の方が大きいが、側面の重み係数βが最大であるため、
側面Ｂ´と照合した類似度が、他の面よりも車種判別の結果に強く影響して「大型バス」
が選択されることとなる。
　判別部９５は、判別した車種を、通信部９１に送出する。
【００７０】
　また、判別部９５は、車両１０の車種が「セミトレーラ」や「普通トラック」等の、積
荷を積載する車種である場合に、さらに積荷の分類を行う構成を採用しても良い。
　図１１に示すように、辞書ＤＢ９６２には、車種ごとに、複数の種類の積荷の基準画像
が記憶されている。例えば、車種「セミトレーラ」には、「積荷１」「積荷２」等の複数
の積荷の種類に対応付けられた、積荷の上面の基準画像と、側面の基準画像がそれぞれ記
憶されている。判別部９５は、車両１０の車種が「セミトレーラ」と判別した場合に、変
換部９３から取得した上面Ａ´と、「セミトレーラ」の「積荷１」に対応付けられた上面
の基準画像とを照合し、類似度を求める。また、判別部９５は、側面Ｂ´と、「セミトレ
ーラ」の「積荷１」に対応付けられた側面の基準画像とを照合し、類似度を求める。そし
て、判別部９５は、上面と側面のそれぞれの類似度を重み付け加算し、重み付け加算値を
算出する。この積荷の各面の基準画像との類似度の重み付け加算値を、積荷類似度とする
。同様に判別部９５は、「積荷２」以降の積荷の基準画像と照合した積荷類似度もそれぞ
れ算出し、積荷類似度が最大となる積荷の種類を、車両１０の積荷と判別する。
　判別部９５は、判別した車両１０の積荷の分類を、通信部９１に送出する。
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【００７１】
　図１１では上面Ａ´と側面Ｂ´の両方を積荷の分類に使用しているが、いずれか一面の
みを使用する構成を採用しても良い。すなわち、判別部９５は、撮像した車両１０の車種
を判別し、さらに、検出部９２が検出した車両１０の上面Ａ´または側面Ｂ´と、積荷の
上面または側面の基準画像とを照合することにより、車両１０の積荷の分類を行う。また
、車両１０の背面を撮像した場合は、背面の画像を用いて積荷の分類を行う構成を採用し
ても良い。
【００７２】
　また、図１１に示す辞書ＤＢ９６２では、車両１０の車種の判別のための上面および側
面の基準画像とは別に、積荷の上面および側面の基準画像を記憶しているが、これに限ら
ず、各車種ごとの側面および上面の画像を複数種類記憶する構成を採用しても良い。当該
構成を採用する場合、例えば、判別部９５が車種の判別をした後に、後述の調整部９４が
上面および側面の重み係数を大きくし、判別部９５が判別を再度行うことで積荷の分類を
する構成を採用しても良い。
　また、積荷の基準画像は、辞書ＤＢ９６２とは別のデータベースに保存される構成を採
用しても良い。
【００７３】
　また車種が「セミトレーラ」や「普通トラック」等の、運転席のある前方部分と、積荷
を積載する後方部分からなる場合には、前方部分と後方部分とを分離した上で、判別部９
５は、後方部分の上面Ａ´、側面Ｂ´を基準画像と照合して積荷の分類を行うものとして
も良い。
【００７４】
　積荷の種類を分類することで、車両１０の重量を推定することができる。また、積荷の
種類を判別することで、車両１０の車種をさらに細分化して判別することができる。例え
ば、判別部９５は、トレーラの一種である、長尺物（ポール）を輸送する車種「ポールト
レーラ」を特定することが可能となる。さらに、荷崩れしやすい積荷の種類を予め特定し
ていれば、判別部９５は、そのような積荷に分類される積荷を積載した車両１０を特定す
ることができる。
【００７５】
　図２に戻り、調整部９４は、重み係数α、β、γの値を調整する。
　一例として、調整部９４は、車種判別システム１の用途に応じて重み係数α、β、γの
値を定める構成を採用しても良い。具体的には、車種判別システム１の用途が、バスを判
別することであるとする。図１１に示すように、バスの側面には矩形状の窓が並んでいる
。バスの側面は、正面や上面よりも特徴が強く、他の車種とバスとを判別するためには側
面の類似度が重要となる。この場合、調整部９４は、側面に対する重み係数βを、他の面
の重み係数αおよびγに比べて大きくする。
【００７６】
　また、車種判別システム１の用途が、車両１０の積荷を分類することであれば、調整部
９４は、上面に対する重み係数αおよび側面に対する重み係数βを、正面に対するγに比
べて大きくしても良い。特に、荷台の上面が開いているトラックの場合には、上面から見
た画像が積荷の分類において重要であるため、調整部９４は、上面に対する重み係数αを
他の面と比較して大きくしても良い。
【００７７】
　他の一例として、調整部９４は、車両１０の外接直方体８００から切り出した複数の面
のうち、変換部９３による形状の変換の度合が小さい面である程、大きい値になるよう重
み係数α、β、γを定める構成を採用しても良い。
【００７８】
　図９に示した変換部９３による変換の例では、正面Ｃから正面Ｃ´への形状変換の度合
が最も小さく、次に、上面Ａから上面Ａ´への形状変換の度合が小さい。また、側面Ｂか
ら側面Ｂ´への形状変換は、他の面と比較して度合が大きい。
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【００７９】
　変形した面の形状を矩形にする際の形状変換の度合が大きいほど、画像処理による補正
量が多くなるため、当該面における類似度の信頼性が低下する。このため、図９に示した
例では、正面Ｃ´と基準画像とを照合した類似度は、上面Ａ´や側面Ｂ´の類似度よりも
信頼性が高い。この場合、調整部９４は、正面に対する重み係数γが最も大きく、その次
に、上面に対する重み係数αが大きくなるように、重み係数の値を調整する。
【００８０】
　既存の撮像装置１０１を使用して車両１０を撮像する場合、撮像装置１０１の設置位置
や設置角度によって、撮像画像の中で車両１０が斜めに傾いたり、歪んだりしている場合
がある。このような場合に、各面の形状の変換の度合に応じて重み係数α、β、γの値を
調整することにより、撮像装置１０１の設置位置等の撮像条件の違いによる車種の判別へ
の影響を低減し、様々な撮像条件に対応可能となる。
【００８１】
　重み係数は、車種判別処理ごとに調整部９４が新規に算出するものとしても良いし、記
憶部９６が重み係数の初期値を記憶し、調整部９４が当該初期値を変更する構成を採用し
ても良い。
【００８２】
　また、重み係数は予め記憶部９６に記憶される固定値とする構成を採用しても良い。例
えば、車種判別システム１の用途が予め決まっている場合は、定められた用途に応じた重
み係数を、記憶部９６が予め記憶するものとする。また、撮像装置１０１の設置位置や設
置角度によって、撮像画像における車両１０の各面の形状の変形の度合が予め推定される
場合は、各面に対する変換部９３による形状の変換の度合が推定できる。このような場合
は、推定された形状の変換の度合が小さい面である程大きい値となるように予め設定され
た重み係数を、記憶部９６が記憶する構成を採用しても良い。重み係数を固定値とする構
成を採用する場合、車種判別装置１０３は調整部９４を備えなくとも良い。
【００８３】
　次に、以上のように構成された本実施形態の車種判別処理について説明する。
　図１２は、本実施形態にかかる車種判別処理の流れの一例を示すフローチャートである
。まず、入力部９０は、撮像装置１０１から車両１０を撮像した撮像画像を取得する（Ｓ
１）。入力部９０は、取得した撮像画像を検出部９２へ送出する。
【００８４】
　次に、検出部９２は、撮像画像から車両１０の特徴点を抽出する（Ｓ２）。検出部９２
は、抽出した特徴点から車両１０の外郭３０５を検出する。また、検出部９２は、撮像画
像上に、車両１０の進行方向に対して垂直に仮想平面Ｒ１～Ｒ４を設定する。
【００８５】
　検出部９２は、車両１０の特徴点から検出した外郭３０５と、仮想平面Ｒ１～Ｒ４の位
置関係を検出する。検出部９２は、車両１０の先頭部分に接する仮想平面Ｒ２の各辺を平
行移動して、撮像画像の中の車両１０の外郭３０５と接する位置座標を求めることにより
、車両１０の外郭３０５の正面部分をより精度良く検出する。検出部９２は、既知の仮想
平面Ｒ２の底辺の長さと、検出した車両１０の外郭３０５の正面部分の底辺の長さとを比
較することで、撮像画像から車両１０の車幅の実測値を検出する（Ｓ３）。検出部９２は
、検出した車幅を、判別部９５に送出する。
【００８６】
　判別部９５は、検出部９２が検出した車両１０の車幅を取得する。そして、判別部９５
は、記憶部９６の車種区分ＤＢ９６１から車両１０の車幅に対応付けられた車種区分を検
索して、車両１０の車種区分を判別する（Ｓ４）。
【００８７】
　車両１０の車幅から判別した車種区分が「大型車」および「特大車」ではない場合（Ｓ
５“Ｎｏ”）、すなわち、車種区分が「軽自動車」、「普通車」、「中型車」のいずれか
であると判別した場合、判別部９５は、判別した車種区分をセンターに送信する（Ｓ６）
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。この場合は、車種判別処理は終了する。
【００８８】
　一方、車両１０の車幅から判別した車種区分が「大型車」または「特大車」である場合
（Ｓ５“Ｙｅｓ”）、判別部９５は、当該判別結果を検出部９２に送出する。
【００８９】
　また、ここで、通信部９１は、撮像装置１０１が撮像した車両１０のＥＴＣカードに登
録された車両１０の車種区分をＥＴＣ電波受信機１０２から受信して判別部９５に送出し
ても良い。この場合、Ｓ５の処理において、判別部９５は、ＥＴＣカードに登録された車
両１０の車種区分と、車両１０の車幅から判別した車種区分とを照合し、少なくとも一方
が「大型車」または「特大車」の場合に、判別部９５は、当該判別結果を検出部９２に送
出しても良い。
【００９０】
　本実施形態においては、特定の車種区分に範囲を絞って具体的な車種の判別を行うこと
で、検出部９２による外接直方体８００の検出、変換部９３による変換、判別部９５によ
る車種判別の負荷を低減するとともに、照合に用いる基準画像の作成負荷を軽減する。
【００９１】
　車種区分が「大型車」または「特大車」である場合（Ｓ５“Ｙｅｓ”）、検出部９２は
、仮想平面Ｒ１～Ｒ４を構成する各辺を平行移動して、撮像画像の中の車両１０の外郭と
接する位置座標を求めることにより、撮像画像から車両１０の外接直方体８００を検出す
る（Ｓ７）。検出部９２は、外接直方体８００から上面Ａ、側面Ｂ、正面Ｃを切り出して
、変換部９３に送出する。
【００９２】
　変換部９３は、車両１０の外接直方体８００の上面Ａ、側面Ｂ、正面Ｃを、それぞれ矩
形状の上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´に変換する（Ｓ８）。変換部９３は、各面の形状の
変換の度合を示す値を、調整部９４に送出する。
【００９３】
　調整部９４は、変換部９３から取得した、形状の変換の度合を示す値が小さい面に対す
る重み係数が大きくなるよう、重み係数の値を調整する（Ｓ９）。また、調整部９４は、
車種判別システム１の用途に応じて重み係数を変更しても良い。調整部９４は、調整した
重み係数を、判別部９５に送出する。
【００９４】
　判別部９５は、変換部９３が変換した上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´の画像を、辞書Ｄ
Ｂ９６２に記憶された車種ごとの各面の基準画像と照合し、各面ごとの類似度を算出する
（Ｓ１０）。
【００９５】
　判別部９５は、算出した各面ごとの類似度を、（１）式により重み付け加算して車種類
似度を算出する（Ｓ１１）。変換部９３が変換した上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´の画像
を、辞書ＤＢ９６２に記憶された全ての車種の各面の基準画像と照合するまで（Ｓ１２“
Ｎｏ”）、判別部９５は、Ｓ１０～Ｓ１２の処理を繰り返す。
【００９６】
　変換部９３が変換した上面Ａ´、側面Ｂ´、正面Ｃ´の画像を、辞書ＤＢ９６２に記憶
された全ての車種の各面の基準画像と照合した場合（Ｓ１２“Ｙｅｓ”）、判別部９５は
、車種類似度が最も大きい車種を、撮像装置１０１に撮像された車両１０の車種として判
別する（Ｓ１３）。
【００９７】
　判別部９５は、判別した車種区分および車種をセンターに送信する（Ｓ１４）。以上で
このフローチャートの処理は終了する。
【００９８】
　このように、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、検出部９２が撮像画像から車
両１０の複数の面を検出することにより、一方向から撮像した撮像画像でも、複数の面を
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基準画像と照合可能となる。また、車両１０の複数の面を車種ごとの画像と照合した結果
を重み係数によって重み付け加算して車種類似度を求めることにより、複数の面の照合結
果を統合して照合の精度を高めることができるため、撮像画像の解像度が低い場合でも車
種区分の中の具体的な車種を高精度に判別することができる。
【００９９】
　従来の車種判別では、車両１０を定められた特定の方向から撮像した撮像画像を用いて
、基準画像との照合を行っていた。例えば、車両の正面等の特定の一面の画像を用いて車
種を判別する技術では、通行する車両を特定の角度から撮像する必要があった。このよう
な撮像画像を撮像するためには、定められた特定の位置や角度で撮像装置１０１を設置す
る必要があるため、車種判別を目的とせずに設置された既存のＣＣＴＶカメラ等を活用し
て車種を判別することは困難であった。多様な撮像角度や解像度に対応した基準画像を予
め記憶して、撮像画像と照合する技術もあるが、各撮像装置１０１の設置条件等に個別に
対応した基準画像を作成する負荷が高く、汎用的な判別手法として用いることは困難であ
った。
【０１００】
　これに対して、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、検出部９２が撮像画像から
車両１０の複数の面を検出することにより、既存の撮像装置１０１の設置位置や設置角度
によって車両１０の撮像角度が異なっても、撮像画像を基準画像と照合することができる
。また、撮像画像の解像度が低い場合であっても複数の面を基準画像とそれぞれ照合する
ことにより、車種判別の精度を向上させることができる。
【０１０１】
　さらに、従来は、複数の撮像装置１０１やレーザスキャナ等を用いて車両１０の複数の
面を撮像していたが、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、１台の撮像装置１０１
が撮像した撮像画像から車両１０の複数の面を検出することができるため、既存のＣＣＴ
Ｖカメラ等を活用することが容易となる。
【０１０２】
　本実施形態の車種判別装置１０３によれば、このように既存の設備を活用して車両１０
の具体的な車種を特定することにより、種々のサービスを提供することができる。
【０１０３】
　車種判別装置１０３が車種を特定することにより提供可能となる種々のサービスの一例
として、車両１０の乗車人数の推定によるサービスの提供がある。
　図１３は、本実施形態にかかる車種判別装置１０３の効果の一例を説明する図である。
図１３に示す高速道路のサービスエリア１００２ａの駐車場にはトラックが２台駐車して
いる。また、サービスエリア１００２ｂの駐車場にはバスが２台駐車している。サービス
エリア１００２ａ、１００２ｂに駐車している車両１０は同一の車種区分に分類されるも
のとする。
【０１０４】
　しかしながら、車種区分が同じであっても、トラックとバスでは推定される乗車人数の
期待値は大きく異なる。従来の、ＥＴＣカードに登録された車種区分による判別では、車
両１０の台数を車種区分ごとに計数することはできたが、車種の情報を得られないため、
乗車人数を推定することは困難であった。
【０１０５】
　そこで、高速道路の入り口や、サービスエリア１００２ａ、１００２ｂの出入り口に設
置されたＣＣＴＶカメラ等の撮像装置１０１が撮像した撮像画像を、本実施形態の車種判
別装置１０３に入力することにより、車両１０の車種を判別することができる。車両１０
の台数と、車種の判別結果をセンター１００１で集計することにより、サービスエリア１
００２ａ、１００２ｂに対して、利用者人数の推定値を提供するというサービスを行うこ
とができる。
【０１０６】
　特に、観光バス等の大型バスを判別することにより、サービスエリア１００２ａ、１０
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０２ｂを利用する利用者の数をより正確に推定することができる。これにより、サービス
エリア１００２ａ、１００２ｂは混雑度に応じた人員配置等の対応をすることが可能とな
る。また、各サービスエリア１００２ａ、１００２ｂにおける利用者の人数を推定するこ
とにより、車両１０の運転手に対して、利用者の少ないサービスエリア１００２ａへ誘導
するサービスを提供することができる。このようにして、利用者の混雑度を複数のサービ
スエリア１００２ａ、１００２ｂやパーキングエリアで平均化するための、情報提供サー
ビスも可能となる。
【０１０７】
　また、図１４は、本実施形態にかかる車種判別装置１０３の効果の他の一例を説明する
図である。一般にセミトレーラは重量が重いために道路や橋梁等の道路インフラに対する
負荷が高いが、従来は車種の判別が困難であるために、道路に対する重量負荷を正確に推
定することが困難であった。
【０１０８】
　これに対して、本実施形態にかかる車種判別装置１０３によれば、図１４に示すように
、道路に設置された既存の撮像装置１０１が撮像した撮像画像から、通行する車両１０の
車種を判別し、その結果をセンター１００１に送信することが可能となる。このため、車
種を判別した結果をセンター１００１のコンピュータで集計して、一定区間内を通過した
セミトレーラの台数や通行の頻度を、道路インフラの劣化の進行度合を推定するための参
考値として道路管理者等に提供することができる。
【０１０９】
　また、渋滞予測等のための交通流調査として、本実施形態の車種判別装置１０３が判別
した車種判別結果を使用しても良い。
　上述の各種のサービスは一例であり、本実施形態の車種判別装置１０３を適用すること
で提供可能となるサービスは、これらに限らない。
【０１１０】
　このように、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、既に設置された低解像度の撮
像装置１０１を活用して具体的な車種を高精度に判別することにより、新たな撮像装置１
０１を設置することなく、車両１０の乗車人数や道路に対する重量負荷の推定による各種
のサービスの提供を可能にすることができる。
【０１１１】
　また、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、撮像画像から車両１０の外接直方体
８００を検出し、検出した外接直方体８００の複数の面を切り出すことにより、車両１０
の複数の面を検出するため、解像度の低い撮像画像からでも、車両１０の各面を精度良く
検出して基準画像と照合することができる。
【０１１２】
　さらに、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、撮像画像から検出した車両１０の
複数の面の形状を矩形状に変換するため、撮像装置１０１の設置条件等により撮像画像中
の車両１０の画像の形状が変形していたとしても、基準画像と照合することができる。
【０１１３】
　また、本実施形態の車種判別装置１０３において、重み係数を、車両１０の複数の面の
うち、変換部９３による形状の変換の度合が小さい面である程大きい値にした場合、形状
変換による画像の変化がより少ない面と基準画像との類似度を優先して、車種の判別をす
ることができる。変形した面の形状を矩形にする際の形状変換の度合が大きいほど、画像
処理による補正量が多くなるため、当該面における類似度の信頼性が低下する。本実施形
態の車種判別装置１０３では、重み係数によって各面の類似度が車種類似度に影響する度
合を調整することができる。このため、車種判別装置１０３では、形状の変換の度合が少
ない面の類似度の重み付け係数をより大きくすることにより、様々な角度で撮像された撮
像画像からより精度良く車種を判別することができる。
【０１１４】
　また、バスとその他の車種との形状の差異が最も大きい面は、側面である。このため、
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本実施形態の車種判別装置１０３において、基準画像と照合する複数の面に、車両１０の
少なくとも側面Ｂ´を含み、複数の面のうち車両１０の側面Ｂ´に対する重み係数が側面
Ｂ´以外の面に比べて大きい場合、バスとその他の車種とを精度良く判別することができ
る。
【０１１５】
　また、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、車両１０が通行する道路上に、車両
１０の進行方向に対して垂直方向に設けられた仮想平面Ｒ１～Ｒ４を設定し、仮想平面Ｒ
１～Ｒ４を構成する各辺を平行移動して、撮像画像の中の車両１０の外郭と接する位置座
標を求めることにより、外接直方体８００を検出する。このため、本実施形態の車種判別
装置１０３によれば、撮像画像の解像度が低く車両１０の特徴点を精度良く抽出するのが
困難な場合でも、撮像画像から車両１０の外接直方体８００を検出して、各面を切り出す
ことができる。また、仮想平面Ｒ１～Ｒ４を設定することにより、各仮想平面Ｒ１～Ｒ４
の形状の変化から、撮像画像中の車両１０の角度や向きを推定することができるため、撮
像画像中の車両１０の角度に関わらず、外接直方体８００を検出することができる。
【０１１６】
　また、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、基準画像と照合する複数の面は、車
両１０の少なくとも正面、側面、上面の３面を含むことで、車種判別における一定以上の
精度を確保する。本実施形態の車種判別装置１０３は、撮像画像から検出した車両１０の
正面、側面、上面のそれぞれと、面ごとの基準画像のそれぞれとを照合して求められる面
ごとの類似度に重み係数による重み付け加算を行うことにより車種類似度を求め、車種類
似度が最も大きい車種を、撮像された車両１０の車種として判別することにより、照合の
精度を高めることができる。このため、撮像画像の解像度が低い場合でも、車種区分の中
の具体的な車種をより高精度に判別することができる。
【０１１７】
　さらに、本実施形態の車種判別装置１０３によれば、検出した車両１０の上面または側
面と、基準画像とを照合することにより、車両１０の積荷の分類を行うため、車両１０の
重量を推定するための情報を提供することが可能となる。このため、車種判別装置１０３
が分類した積荷の情報をセンターで集計することにより、道路等への重量負荷を推定する
ことが可能となる。また、積荷の種類を判別することで、車両１０の車種をさらに細分化
して判別することができる。さらに、荷崩れしやすい積荷の種類を予め特定していれば、
そのような積荷に分類される積荷を積載した車両１０を特定することができるため、車種
判別装置１０３が分類した積荷の情報をセンターで集計することにより、荷崩れの恐れが
ある車両１０の走行する区間や、このような車両１０が多く走行する時間帯等を分析する
ことができ、安全対策のための情報を提供することができる。
【０１１８】
　なお、本実施形態では１つの撮像画像から車両１０の複数の面を検出したが、複数の画
像を使用する構成を採用しても良い。例えば、判別部９５は、撮像装置１０１が連続して
撮像した複数の撮像画像から検出された車両１０の各面から、変換の度合が最も小さいも
のを選択して、基準画像との照合に使用する構成を採用しても良い。また、撮像装置１０
１が撮像した撮像画像が動画である場合は、検出部９２は、動画内の複数のフレームから
、車両１０の各面を検出しても良い。
【０１１９】
　例えば、図５Ａ～Ｄに示す連続して撮像された撮像画像５０１～５０４において、車両
１０の正面および側面の変形の度合が最も小さいのは撮像画像５０３、上面の変形の度合
が最も小さいのは撮像画像５０４であるとする。この場合、変換部９３による正面および
側面の形状の変換の度合が最も小さくなるのは撮像画像５０３、上面の形状の変換の度合
が最も小さくなるのは撮像画像５０４となる。判別部９５は、撮像画像５０３から切り出
された正面Ｃ´および側面Ｂ´、撮像画像５０４から切り出された上面Ａ´をそれぞれ基
準画像と照合して求めた類似度を（１）式で重み付け加算し、車両の判別を行う構成を採
用しても良い。
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【０１２０】
　また、撮像装置１０１の撮像範囲から、車両１０の正面、側面、上面を撮像するための
それぞれの最適な位置を、各面の撮像位置として予め設定する構成を採用しても良い。具
体的には、車両１０の正面をより変形せずに撮像できる撮像位置、側面をより変形せずに
撮像できる撮像位置、上面をより変形せずに撮像できる撮像位置を予め設定する。この構
成を採用する場合、判別部９５は、車両１０の上面を最適に撮像した撮像画像から検出さ
れた車両１０の上面Ａ´、側面を最適に撮像した撮像画像から検出された車両１０の側面
Ｂ´、正面を最適に撮像した撮像画像から検出された車両１０の正面Ｃ´をそれぞれ各面
の基準画像と照合する。判別部９５は、このように別々の撮像画像から取得した各面を基
準画像とそれぞれ照合して求めた類似度を、（１）式で重み付け加算し、車両の判別を行
う構成を採用しても良い。
【０１２１】
（変形例）
　上述の実施形態では、車両１０の各面の変換の度合の大きさや、車種判別システム１の
用途によって重み係数を調整したが、照度条件によって重み係数を調整する構成を採用し
ても良い。
【０１２２】
　例えば、車種判別システム１は、撮像装置１０１の撮像範囲の照度を計測する不図示の
照度センサをさらに備える構成を採用しても良い。
【０１２３】
　撮像装置１０１がＣＣＴＶカメラである場合、道路の照度条件等の外乱による撮像画像
の画質の劣化や解像度の低下等が想定される。照度条件による撮像画像の違いを、図面を
用いて具体的に説明する。
　図１５Ａは、本変形例にかかる正常時における撮像画像１５０１の一例を示す図である
。図１５Ａに示すように、照度条件が適切な範囲内である場合は、上述の実施形態で説明
したように、車両１０の外接直方体８００を検出し、上面Ａ、側面Ｂ、正面Ｃを切り出す
ことができる。
【０１２４】
　図１５Ｂは、本変形例にかかる照度が低い場合における撮像画像１５０２の一例を示す
図である。撮像範囲の道路等における照度が低い場合には、撮像画像１５０２から車両１
０の全景を精度良く検出することが困難な場合がある。図１５Ｂに示す例では、撮像画像
１５０２における車両１０の正面および側面は比較的明瞭だが、車両１０の上面は照度が
低いため不明瞭である。このような場合、撮像画像１５０２において車両１０の上部の外
郭３０５を精度良く検出することが困難となる。このため、車両１０の外接直方体８００
の上面Ａの検出の精度が低下する。撮像装置１０１の周囲の照明装置の位置や撮像装置１
０１の撮像角度等から、照度が低い場合に外郭３０５が不明瞭となる面は、予め推定する
ことができる。
【０１２５】
　本変形例における通信部９１は、不図示の照度センサから撮像範囲の道路における照度
の値を取得する。そして、調整部９４は、通信部９１が取得した照度が低い場合に、外郭
３０５が不明瞭となる面に対する重み係数を、他の面と比較して小さくする。図１５Ｂに
示す例では、調整部９４は、通信部９１が取得した照度が低い場合に、上面Ａに対する重
み係数を、側面Ｂおよび正面Ｃと比較して小さくする。判別部９５は、調整部９４が調整
した重み係数を使用して、（１）式により各面の類似度の重み付け加算をして求めた車種
類似度が最も大きい車種を、車両１０の車種として判別する。これにより、車種判別装置
１０３は、照度によって撮像画像上の車両１０の一部の面が不明瞭となった場合、車種判
別における当該面の影響度を下げることができ、照度の低下による車種の判別の精度の低
下を防ぐことができる。
【０１２６】
　図１５Ｃは、本変形例にかかる照度が非常に低い場合における撮像画像１５０３の一例
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を示す図である。夜間などの照度が非常に低い場合に、正常時の撮像画像１５０１と比較
して大幅に画質が劣化することが想定される。例えば、図１５Ｃに示す撮像画像１５０３
のように、車両１０の上面および側面に対する光源が不足して、車両１０の外接直方体８
００において正面Ｃ以外の面の検出が困難な場合がある。このような場合は、調整部９４
は、正面Ｃに対する重み係数を大きくし、上面Ａおよび側面Ｂに対する重み係数を小さく
する。
【０１２７】
　また、照度が低い場合に照合に使用する基準画像を、正常時の基準画像とは別に辞書Ｄ
Ｂ９６２に予め記憶する構成を採用しても良い。
　図１６は、本変形例にかかる解像度に応じた複数の基準画像と撮像画像との照合の一例
を示す図である。図１６に示すように、各面に対して複数の基準画像を辞書ＤＢ９６２に
予め記憶し、照度に応じて適切な基準画像との照合を行う構成を採用しても良い。
【０１２８】
　このように、本変形例の車種判別装置１０３によれば、照度条件によって重み係数を調
整することにより、撮像対象の道路等の照度の変化による車種の判別の精度の低下を防ぐ
ことができる。このため、本変形例の車種判別装置１０３によれば、照度条件が変化する
場合でも、車種判別の精度を安定して確保することができる。
【０１２９】
　なお、本変形例では、不図示の照度センサによって照度を計測したが、時間帯によって
照度を推定する構成を採用しても良い。例えば、昼間の時間帯は照度が高く、夜間の時間
帯は照度が低いものとして照度条件を設定しても良い。また、撮像装置１０１がＣＣＴＶ
カメラである場合に、夜間は白黒の撮像画像を撮像するナイトモードになる場合があるが
、このような白黒画像をカラー化して、基準画像との照合を精度良く行う構成を採用して
も良い。
【０１３０】
　また、不図示の照度センサによって照度を計測するのではなく、撮像した撮像画像の明
度等から、照度を推定して重み係数を調整する構成を採用しても良い。また、照度に限ら
ず、雨や霧等の外乱によって撮像画像の解像度が低下した場合にも、調整部９４が重み係
数の値を調整する構成を採用しても良い。
【０１３１】
　また、車種判別装置１０３は車両１０の塗装を分類する機能をさらに備えても良い。ま
た、車種判別装置１０３は判別した車両１０の車種、塗装の分類、撮像画像等をセンター
に送信する構成を採用しても良い。センターは、同一塗装の車両１０をグループ化し、照
明および天候条件の違いによる撮像装置１０１の撮像結果の相違を吸収する目的で撮像画
像を収集し、車種や積み荷などの情報を分類して評価パターンとして保存することができ
る。また、センターが収集した情報を使用してさらに車種判別装置１０３の車種の判別の
精度を向上させる構成を採用しても良い。
【０１３２】
　以上説明したとおり、上述の実施形態および変形例によれば、既存の設備を活用して車
両１０の具体的な車種を特定することにより、種々のサービスを提供可能にすることがで
きる。
【０１３３】
　実施形態および変形例の車種判別装置１０３は、ＣＰＵなどの制御装置と、ＲＯＭ（Re
ad　Only　Memory）やＲＡＭなどの記憶装置と、ＨＤＤ、ＣＤドライブ装置などの外部記
憶装置と、ディスプレイ装置などの表示装置と、キーボードやマウスなどの入力装置を備
えており、通常のコンピュータを利用したハードウェア構成となっている。
【０１３４】
　実施形態および変形例の車種判別装置１０３で実行される車種判別プログラムは、イン
ストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディス
ク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取
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【０１３５】
　また、実施形態および変形例の車種判別装置１０３で実行される車種判別プログラムを
、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク
経由でダウンロードさせることにより提供するように構成しても良い。また、実施形態お
よび変形例の車種判別装置１０３で実行される車種判別プログラムをインターネット等の
ネットワーク経由で提供または配布するように構成しても良い。
　また、実施形態および変形例の車種判別プログラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供
するように構成してもよい。
【０１３６】
　実施形態および変形例の車種判別装置１０３で実行される車種判別プログラムは、上述
した各部（入力部、通信部、検出部、変換部、調整部、判別部）を含むモジュール構成と
なっており、実際のハードウェアとしてはＣＰＵ（プロセッサ）が上記記憶媒体から車種
判別プログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、
入力部、通信部、検出部、変換部、調整部、判別部が主記憶装置上に生成されるようにな
っている。
【０１３７】
　本発明の実施形態および変形例を説明したが、これらの実施形態等は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態等は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　車種判別システム
　１０，１０ａ～１０ｃ　車両
　９０　入力部
　９１　通信部
　９２　検出部
　９３　変換部
　９４　調整部
　９５　判別部
　９６　記憶部
　１０１　撮像装置
　１０２　ＥＴＣ電波受信機
　１０３　車種判別装置
　３０１～３０４，５０１～５０４，１５０１～１５０３　撮像画像
　３０５　外郭
　８００　外接直方体
　９６１　車種区分データベース（車種区分ＤＢ）
　９６２　辞書データベース（辞書ＤＢ）
　１００１　センター
　１００２ａ～１００２ｂ　サービスエリア
　Ｒ１～Ｒ４　仮想平面
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